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海外での事件・事故、テロ、自然災害、感染症等の危機発生時においては、外務省が発出す

る国・地域別の海外安全情報（危険情報及び感染症危険情報）に基づき、学生及び教職員の海

外渡航（出張等又は私事）について、次のような措置をとるものとする。 

学生が留学・休学等により海外に渡航する場合は、必ず事前に海外渡航手続き（システム名

称：TRIP）を行うこととし、出張による渡航の場合には加えて FAIR入力を行うものとする。

また、これらの手続きの際は、TRIP により作成した日程表を添付することとする。なお、私

事による渡航の際にも必ず事前に TRIPによる手続きを行うこととする。 

教職員が出張により海外に渡航する場合は、必ず事前に TRIPによる手続き及び FAIR入力

を行うものとし、手続きの際は、TRIPにより作成した日程表を添付することとする。 

上記の海外渡航に際しては、事前に安全保障輸出管理規則に基づき教職員による手続き

（システム名称：TExCO）を行うものとする。 

 

１ 外務省が発出する危険情報及び感染症危険情報（４つのカテゴリー）に基づく措置 

 

(1) 「レベル１：十分注意してください」 

 学生及び教職員は、外務省が発出する海外安全情報を十分理解し、細心の注意を払

って渡航・滞在するものとし、所属組織と滞在中の連絡手段を確保のうえ、定期的に

所属組織に連絡する。 

 

(2) 「レベル２：不要不急の渡航は止めてください」 

学生の派遣・渡航（滞在中を含む）は取り止める。 

 教職員は、不要不急の渡航は取り止め、渡航計画の見直しを行う。 

業務の都合などにより、やむを得ず渡航が必要な場合は、現地パートナー機関や在

外公館と連絡調整のうえ、安全確保の措置を確認するとともに、目的外の行動は行わ

ないなどの対応をとる。また、所属組織と滞在中の連絡手段を確保のうえ、定期的に

所属組織に連絡する。 

 

(3) 「レベル３：渡航は止めてください（渡航中止勧告）」 

 学生及び教職員の派遣・渡航（滞在中を含む）は取り止める。 

ただし、外務省やＪＩＣＡ等の政府機関や国際機関からの要請に基づく場合（調査



及び国際支援チームへの参加等）は、所属組織の長及び学長と事前に協議する。 

 

(4) 「レベル４：退避してください。渡航は止めてください（退避勧告）」 

 学生及び教職員の派遣・渡航（滞在中を含む）は、目的のいかんにかかわらず、直

ちに取り止める。 

 

上記の措置にかかわらず、学長が必要と認めるときは、当該事案に係る措置を決定すること

ができる。 

なお、感染症流行国から帰国した後、発熱等の症状が発生した場合は、地域の医療機関を受

診することは控え、まず保健所に連絡し、その指示に従うものとし、その後、所属組織に連絡

する。 

また、感染症流行国から学生、研究者等を受け入れる場合は、疾病に応じて、医療を担当す

る副学長等の意見を聴いて個別に判断する。 

 

附  記  

この学長決定は、平成２７年９月１日から実施する。 

 

附  記  

この学長決定は、平成２７年１２月１日から実施する。 

 

附  記  

この学長決定は、平成３０年２月１日から実施する。 

 

附  記  

この学長決定は、令和２年１２月１７日から実施する。 

 

 


